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特定避難勧奨地点の設定に伴う利用者負担の取扱い等について 

 

 東日本大震災に伴う障害福祉サービス等の利用者負担等の取扱いについては、

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する

支給決定等について」（３月２４日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

画課自立支援振興室ほか事務連絡）、「東日本大震災により被災した障害者等に係

る利用者負担の取扱いについて」（４月２８日付け厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部企画課自立支援振興室ほか事務連絡）及び「東日本大震災により被災し

た障害者等に係る利用者負担の取扱いについて」（５月３０日付け厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室ほか事務連絡）により、徴収の

猶予についてお示しするとともに、市町村又は都道府県の判断により、被災障害

者等の利用者負担の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いしているとこ

ろです。 

このたび、新たに特定避難勧奨地点が設定されたことに伴い、利用者負担の徴

収猶予の対象者の範囲の拡大を行いましたので、管内市町村、障害福祉サービス

事業者等への周知をお願いいたします。 

併せて、避難所等で生活されている障害者（児）の皆様及び事業者の皆様向け

に作成したリーフレット(別添１及び別添２)につきましても、一部内容の変更を

行いましたので、管内市町村、障害福祉サービス事業者等への周知をお願いいた

します。 



記 

 

Ⅰ 障害福祉サービス等関係 

１．対象者について 

利用者が、特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第１７条第８項の

規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積

算線量が 20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。）に居住して

いるため、避難を行っている旨の申し立てを行った場合でも、徴収を猶予する

ことができるものとすること。 

 

２．サービス事業所等における介護給付費等の請求について 

  １に基づき猶予した場合は、利用者負担を含めて１０割を請求すること。 

 

Ⅱ 自立支援医療関係 

１. 一部負担金の免除等について 

別紙「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部

負担金等の取扱いについて（その９）（６月診療等分及び７月以降の診療等分

の取扱い）」（平成２３年６月２１日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡）等

により、医療保険における一部負担金等の取扱いが示されていること。なお、

今回の改正箇所は、対象者の要件に「特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別

措置法第１７条第８項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長

が、事故発生後１年間の積算線量が 20mSv を超えると推定されるとして特定し

た住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨」を申し立てた場

合も追加する、という部分である。 

 

２. 自立支援医療の取扱いについて 

 自立支援医療の取扱いについては、引き続き「東北地方太平洋沖地震による

被災者の公費負担医療の取扱いについて」（平成２３年３月１１日付け厚生労

働省健康局総務課等事務連絡）によること。 

※ 参 考 

東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて（抜粋） 

自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自

立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月

日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。 



また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療と自立支援医療受給者証に

記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給

認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機

関以外の医療機関でも受診できるものとする。 
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平成2 3年６月 2 1日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る

一部負担金等の取扱いについて（その９）

（６月診療等分及び７月以降の診療等分の取扱い）

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時

食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額

(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについては、「東北地方太平

洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて（その

８）」（平成23年６月14日付厚生労働省保険局医療課事務連絡）により連絡したところであ

るが、今般、６月診療等分及び７月以降の診療等分について、これを下記のとおり改正する

ので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。また、周知に当たっては、別添の

資料をご活用いただきたい。

（改正カ所は下線を引いた部分）

記

１に掲げる者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15

号)第５条及び第５条の２、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16

号)第４条、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当

に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第５条及び第５条の２並びに指定訪問看護の事業

の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条の規定により一部負担金等の

支払いを受けることを、２に掲げる期間免除することができるものとする。

別紙



１ 対象者の要件

(１)及び(２)のいずれにも該当する者であること。

(１)① 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村（東京都を除く。）のうち、岩

手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村、青森県八戸市、上北郡お

いらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、

常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか

市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾

田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城

里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷

群河内町、筑西市、稲敷市、北相馬群利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、

大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂

木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂

川町、千葉県旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市、習志野市、我孫

子市又は浦安市

② 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村（東京都を除く。）のうち、長野

県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町

③ 被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）の適用市町村のうち、青森県三沢

市、三戸郡階上町、茨城県古河市、結城市、栃木県足利市、千葉県銚子市、市川市、

船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒

々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町又は山武郡横芝光町

に住所を有する（地震の発生以後、①、②又は③の適用市町村から他の市町村に転入

した場合を含む。）健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第

73号)の被保険者及び被扶養者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者並

びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者であること。

(２) 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをし

た者であること。

① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨

④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

⑥ 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第３項の規定による、

避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域である

ため避難又は退避を行っている旨

⑦ 原子力災害対策特別措置法第20条第３項の規定による、計画的避難区域及び緊急

時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

⑧ 特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第８項の規定により設置さ

れた原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積算線量が20mSvを超える

と推定されるとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行ってい

る旨

２ 取扱いの期間

平成24年２月29日まで、一部負担金等の支払いを免除する取扱いとする。(ただし、入

院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額については平成23年８月31日までを予

定)



１（２）③の場合は主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限る。

なお、１（２）⑥の屋内への退避に係る指示の解除の対象となった場合であっても、引

き続き、６月までの診療等分について、６月末日まで、支払を猶予する。

３ 医療機関における確認等

(１) 平成23年６月末までの確認の方法等

上記１(２)の申し立てをした者については、被保険者証等により、住所が１(１)の市

町村の区域であることを確認するとともに、当該者の１(２)の申し立ての内容を診療録

の備考欄に簡潔に記録しておくこと。

ただし、被保険者証等が提示できない場合には、

① 健康保険法及び船員保険法の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年

月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先

② 国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者の場

合には、氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、

これらに加えて組合名)

を診療録に記録しておくこと。

なお、申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行わ

れることがある旨を患者に周知するようご協力いただきたい。

(２) 平成23年７月１日からの確認の方法等

平成23年７月１日以降は、保険者から交付された一部負担金等の免除証明書を提示し

た者のみ、窓口での一部負担金等の支払を免除すること。

ただし、「以下の市町村国保の被保険者」又は、「以下の３県の後期高齢者医療広域

連合の被保険者で被保険者証に記載された住所が以下の市町村である者」は、それぞれ

右欄に記載する日から免除証明書の提示を求めることとし、それまでの間は、被保険者

証等の提示によりこれらを確認し、上記１の対象者の要件に該当することを口頭により

申し出ることで足りるため免除証明書の提示は不要である。

県名 市町村名 免除証明書の提示が必要となる日

岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、 平成23年８月１日

大槌町、山田町

宮城県 女川町 平成23年10月１日

南三陸町 平成23年９月１日

福島県 田村市、南相馬市 平成23年８月１日

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 免除期間の終了日まで免除証明書の

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、 提示は不要

飯舘村

４ その他

(１) 本事務連絡に基づき一部負担金等の支払いを免除した場合は、患者負担分を含めて

10割を審査支払機関等へ請求すること。

なお、請求の具体的な手続きについては、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部

の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて（その２）」（平成23年４月１日

厚生労働省保険局医療課事務連絡）の３を参照されたい。



(２) 上記３（２）のとおり、平成23年７月１日からは免除証明書が必要となるため、各

保険医療機関等においては、現在、一部負担金等の支払を猶予している患者に対し、

速やかに保険者へ免除証明書の申請を行うよう、周知にご協力いただきたい。

(３) 次に掲げる者は、保険者へ申請することにより、すでに保険医療機関等の窓口で支

払った一部負担金等について保険者から還付を受けることができる。

① 平成23年６月末までの間に、上記１の要件に該当していたが一部負担金等の支払

いを行った者

② 平成23年７月以降、保険者による手続きが遅滞している等、免除証明書を医療機

関の窓口に提出しなかったことがやむを得ないと認められる者



平成２３年７月１日から医療機関等の窓口での
取扱いが下記のように変わります。

医療機関等を受診された被災者の方々へ 厚生労働省

１．保険診療を受ける際には、従来通り、窓口での「保険
証」(被保険者証)の提示が必要になります。

２．窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の「免除

平成２３年７月１日からは、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますので、
ご加入の医療保険の保険者に申請して下さい。
（免除となるのは、平成24年２月29日までです。（入院時食事療養費及び入院時生活療
養費は平成23年８月31日までを予定））

窓 負担が免除となるためには、 部負担金等の 免除
証明書」の提示が必要となります。

養費は平成23年８月31日までを予定））
〈窓口負担が免除される方〉
（１）災害救助法の適用地域（東京都を除く）や被災者生活再建支援法の適用地域の住民

（地震発生後、他市町村へ転出した方を含む）であり、
（２）以下のいずれかに該当する方

① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
⑥ 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に
関する指示の対象となっている方

⑦ 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

※ ただし 「以下 市町村国保にご加入 方 又は「以下 県 後期高齢者医療制※ ただし、「以下の市町村国保にご加入の方」又は「以下の３県の後期高齢者医療制
度にご加入の方で、保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は、右欄の日
から免除証明書の提示が必要となります

県名 市町村名 提示が必要となる日

岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成２３年 ８月 １日

女川町 平成２３年１０月 １日

※ 原発の事故に伴い 政府の屋内退避指示の対象となっていた方の窓口負担の免除は ６月末日まで

宮城県
女川町 平成２３年１０月 １日

南三陸町 平成２３年 ９月 １日

福島県

田村市、南相馬市 平成２３年 ８月 １日

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江
町、葛尾村、飯舘村

免除期間終了まで
免除証明書は不要

※ 原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の窓口負担の免除は、６月末日まで
に受けた分までとなります。

◎ご加入の医療保険の保険者への
保険証や免除証明書の申請を忘れずに。

申請の方法等のお問い合わせは、ご加入の医療保険の保険者にお願いします。
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障害者自立支援法に基づく障害者(児)への
しようがいしや じ りつ し えんほう もと しようがいしや じ

福祉サービスや自立支援医療などの利用について
ふく し じ りつ し えん い りよう り よう

東⽇本⼤震災に伴い、以下のような障害者⾃⽴⽀援法に基づく障害者(児)への福
祉サービスや⾃⽴⽀援医療などに関する弾⼒的措置が⾏われています。

１ 受給者証なしでサービスが受けられます。(これまでサービスを受けられてい
た⽅)
○ 受給者証の交付を受けていること、⽒名、⽣年⽉⽇、居住地を申し出れば、
受給者証がなくても事業者からサービスを受けたり、医療機関、薬局で受診
や薬の受け取りをすることが可能です。(あわせて受給者証の再交付を市町村
に申し出てください。)

２ 今まで利⽤していた以外の事業者から同様のサービスを受けたり、医療機関、
薬局でも受診や薬の受け取りをすることが可能です。

３ 利⽤者負担の免除⼜は⽀払の猶予を受けられます。
○ 事業者や医療機関の窓⼝でご相談ください。
（１）災害救助法や被災者生活再建支援法が適用されている被災地域の住民であ

り、

（２）以下に該当する方

①住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方

③主たる生計維持者が行方不明である方

④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

⑥福島第１・第２原発の事故に伴い政府の避難指示等の対象となっている方

⑦特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

４ 震災後に⽀給決定の有効期間が切れたとしてもサービスが利⽤できます。
○ ⽀給決定の有効期間が３⽉１１⽇〜８⽉３０⽇までに切れる場合は、８⽉
３１⽇まで期限が⾃動的に延⻑されます。

５ 新規の⽀給決定や⽀給決定の変更が簡易な⼿続で受けることができます。
○ 通常の⽀給決定⼿続をとることができない場合には、ご利⽤される⽅から
の聞き取りなどで⽀給決定や⽀給決定の変更を⾏うことができます。

※ 上記の取扱いは、地震発生後、被災地域から他の市町村に避難された方も対

象となります。

※ 上記の３及び５は、補装具費の取扱いについても同様です。

上記の記載事項を含め福祉サービスや⾃⽴⽀援医療などの利⽤に関しては、裏
⾯の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。
また、その他⽣活等でお困りの場合は、裏⾯の「⽣活等の相談窓⼝」もござい

ますので、ご利⽤ください。



お問い合わせ先
【岩⼿県】 岩⼿県保健福祉部障がい保健福祉課 電話：019-629-5447
【宮城県】 宮城県保健福祉部障害福祉課 電話：022-211-2539
【福島県】 福島県保健福祉部障がい福祉課 電話：024-521-7170
【仙台市】 仙台市健康福祉局障害企画課 電話：022-214-8163

仙台市健康福祉局障害者⽀援課（⾃⽴⽀援医療）電話：022-214-6135
【厚⽣労働省】社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 電話：03-3595-2528

精神・障害保健課（⾃⽴⽀援医療） 電話：03-3595-2307

⽣活等の相談窓⼝
〔障害児・知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会現地対策本部〕
【岩⼿県】 電話：090-5351-3780（8:00〜20:00）
【宮城県】 電話：090-2909-4066（8:00〜20:00）
【福島県】 電話：080-1859-3844（8:00〜20:00）
〔発達障害に関する相談先〕 発達障害者⽀援センター
【岩⼿県】 電話：019-601-2115（⽉〜⾦：9:00〜17:00）
【宮城県】 電話：022-376-5306（⽉〜⽊、⼟：9:00〜16:30）
【仙台市】 電話：022-375-0110（⽉〜⾦：8:30〜17:00）
【福島県】 電話：024-951-0352（⽉〜⾦：8:30〜17:00）
〔こころの健康に関する相談先〕
【岩⼿県】 災害時ストレス健康相談受付窓⼝ 019-629-9617（9:00〜17:00）
【宮城県】 こころの健康相談電話（ホットライン）0229-23-3703（6:00〜9:00）・

0229-23-0302(9:00〜17:00）・0229-23-3703（17:00〜2:00）
【仙台市】 電話相談専⽤回線「はあとライン」022-265-2229

（⽉〜⾦：10:00〜12:00、13:00〜16:00）
夜間電話相談「ナイトライン」022-217-2279（年中無休：18:00〜22:00）

【福島県】 こころの健康相談ダイヤル 0570-064-556（⽉〜⾦:9:00〜17:00)
〔⽬の不⾃由な⽅〕
東北関東⼤震災視覚障害者⽀援対策本部
【本 部】 電話：03-5291-7885（⽉〜⾦：8:45〜17:15） FAX：03-5291-7886
【岩⼿県・宮城県・福島県】 電話：090-1704-0437（終⽇） FAX：022-219-1642
〔⽿の不⾃由な⽅〕
東⽇本⼤震災聴覚障害者救援中央本部
【本 部】 電話：03-3268-8847（9:00〜18:00） FAX：03-3267-3445
【岩⼿県】 電話：019-601-2710（⽉〜⾦：10:00〜16:00） FAX：019-601-2710
【宮城県】 電話：022-293-5531（9:00〜18:00） FAX：022-293-5532
【福島県】 電話：024-522-0681（⽉〜⾦：9:00〜17:30、⼟:9:00〜12:00）

FAX：024-522-0681
〔⽇本障害フォーラム（ＪＤＦ）被災障害者総合⽀援本部〕
【宮城県】 電話：080-4373-6077（年中無休：9:00〜18:00） FAX：022-244-6965
【福島県】 電話：024-925-2428（年中無休：10:00〜16:00） FAX：024-925-2429
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東⽇本⼤震災に伴う障害福祉サービスの提供等の取扱いについて

東⽇本⼤震災に関連し、以下のような障害福祉サービスに係る弾⼒的措置が⾏
われていますので、ご参考にしてください。詳しくは各県に相談してください。
※ 各事務連絡、通知は、厚⽣労働省ホームページからご覧いただくことができ
ます。

（サービスの提供について）
１ 被災者等を受け⼊れたときなどに、⼀時的に、定員を超える場合を含め⼈員
配置基準や施設設備基準を満たさない場合も報酬の減額等を⾏わないこととし
ています。（３⽉１１⽇事務連絡、３⽉２４⽇事務連絡（別添１ Q＆A））

２ やむを得ない理由により、利⽤者の避難先等において、安否確認や相談⽀援
等のできる限りの⽀援の提供を⾏った場合は、これまでのサービスとして報酬
の対象とすることができます。（４⽉６⽇事務連絡（障害保健福祉部障害福祉課
分））

３ 避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象となりま
す。（３⽉１１⽇事務連絡、３⽉２４⽇事務連絡（別添１ Q＆A））

４ 利⽤者とともに仮設の施設や他の施設等に避難し、そこにおいてサービスを
提供した場合も報酬の対象にすることができます。
※ 避難先の施設で費⽤がかかった場合には、避難をした事業者から避難先の
事業者に⽀払ってください。（３⽉２４⽇事務連絡（別添１ Ｑ＆Ａ））

（利⽤者への対応について）
１ 震災後に利⽤者の受けている⽀給決定の有効期間が切れていたとしても、サ
ービスを提供できます。（３⽉２４⽇事務連絡）
※ 特別措置法により、⽀給決定の有効期間が３⽉１１⽇〜８⽉３０⽇までに
切れる場合は、これを８⽉３１⽇まで延⻑することとされています。

２ 利⽤者が受給者証を持っていなくても、サービスを提供できます。（３⽉２４
⽇事務連絡）

３ 震災等により利⽤者負担の⽀払が困難な⽅については、利⽤者負担の徴収の
猶予や減免を⾏うことができます。（３⽉２４⽇事務連絡）

（報酬の請求について）
１ 震災等によりサービス提供記録を滅失等した場合や、サービスの提供内容を
⼗分に把握することが困難な場合は、３⽉から６⽉分のサービス提供分につい
て、概算による請求を⾏う旨を国保連に届け出ることができます。（この場合、
報酬の⽀払はこれまでの実績により算出した額が⽀払われます。）（６⽉２０⽇
事務連絡等（障害保健福祉部企画課分））



２ ⼀時的に報酬の⽀払いが中断した場合には、福祉医療機構による経営資⾦の
貸付が受けられる場合があります。
※ この件に関する問い合わせ先

独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 福祉貸付部福祉審査課
ＴＥＬ ０１２０－３４３８ー６２
ＦＡＸ ０３－３４３８ー０５８３

【災害復旧資⾦（経営資⾦）の概要（第１次補正予算に計上）】
・ 償還期間 １０年以内（据置期間２年以内）

［通常５年以内（据置期間半年以内）］
・ 貸付利率 ５年間無利⼦、６・７年⽬ 通常⾦利から▲０．９%、

8年⽬以降 通常⾦利から▲０．８%
［通常⾦利１．１%（６⽉９⽇現在）］

・ 無担保貸付 １，０００万円まで［通常５００万円まで］

（介護職員等の派遣、避難者の受⼊等）
１ 各事業所等において、介護職員等が不⾜している場合には、国や県などの調
整を受けて、別の事業所等より介護職員等の派遣を受けることができます。（３
⽉１８⽇事務連絡（介護職員等の派遣要望））

２ 被災等により利⽤者を避難させたい場合には、国や県などの調整を受けて、
受⼊施設を確保することができます。（３⽉１８⽇事務連絡（要援護者の受⼊要
望））

（福祉避難所について）
１ 事業所や施設が福祉避難所の指定を受けて利⽤者等に対して⽀援を⾏うこと
も考えられます。福祉避難所は原則として１０：１の職員配置とされています
が、特別基準として職員配置の上乗せを認められる場合もありますので、都道
府県等と相談してください。
ただし、同⼀サービスにつき、障害者⾃⽴⽀援法による報酬と福祉避難所に

係る⽀弁の両⽅を得ることはできません。（３⽉１１⽇通知、３⽉１９⽇福祉避
難所通知、３⽉１９⽇福祉避難所通知（その２））

（雇⽤調整助成⾦等について）
１ 震災に伴う経済上の理由により事業活動の縮⼩を余儀なくされた雇⽤保険の
適⽤事業主が、労働者の雇⽤を維持するために、休業等を実施し、休業に係る
⼿当等を労働者に⽀払った場合、それに相当する額の⼀部を助成する雇⽤調整
助成⾦が利⽤できます。
【雇⽤調整助成⾦の概要】
・ 中⼩企業は原則８割
・ 上限額は１⼈１⽇当たり７，５０５円

２ 震災等により、事業所が休⽌・廃⽌したために休業を余儀なくされ、賃⾦を
受けとれない状態にある⽅は、実際に離職していなくても失業給付が受給でき
ることとなっています。
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